
これまで接種に使用していた従来型ワクチンに代わり、従来株に加えオミクロン株（BA.1株）の成分も入ったオミク

ロン株対応ワクチン（２価ワクチン）での接種を開始します。

富士市に住民票があり、初回接種（１・２回目接種）を完了した12歳以上の全ての人

※前回のワクチン接種から、５か月以上の間隔を空ける必要があります。

※オミクロン株対応ワクチン接種は、現時点では１人１回の接種となります。

オミクロン株対応ワクチンの接種開始日前までは、個別接種・集団接種とも従来型のワクチンを使った接種とな

ります。

※ワクチンの切替え後は、従来型ワクチンは接種できません。

富士市新型コロナウイルスワクチン接種コールセンター

▶電話をする際は必ず番号を確認し、お間違いのないようご注意ください。

▶IP電話など、フリーダイヤルを利用できない場合は、☎0545-64-9001へお電話ください。

※土・日曜日、祝休日も開設しています。午前中は、つながりにくいことがあります。

フリーダイヤル 0120-5
コ

6
ロ

7
ナ

-970 （9：00〜17：00）

裏面もご覧ください

新型コロナウイルスワクチン接種

いつから始まるの？

接種場所 接種開始日 使用するワクチン

医療機関（個別接種）

・ 病院や市内の開業医など
10月１日㈯から

ファイザー社製ワクチン

（オミクロン株対応）

※令和4年9月21日時点

公共施設（集団接種）

・フィランセ

・ロゼシアター

・ふじさんエコトピア

・ふじさんめっせ

9月28日㈬から

接種対象者 ワクチン切替えまで ワクチン切替え後から

現在、４回目の接種券が手元にある人

3回目接種後５か月以上経過した

・60歳以上の人

・医療従事者

・基礎疾患のある人　など

４回目の接種券が手元にない人

3回目接種後５か月以上経過した12～59歳の人

※ 10月１日以降に、3回目接種から５か月以上

経過する60歳以上の人も含まれます。

接種できません。

接種券の到着をお待ちくだ

さい。

現在、３回目の接種券が手元にある人

２回目接種後５か月以上経過した12歳以上の人

オミクロン株対応ワクチン
の接種が始まります

従来型

ワクチンを接種

従来型

ワクチンを接種

オミクロン株対応

ワクチンを接種

（9月22日㈭　9:00から予約開始）

市ウェブサイト、LINE、

コールセンターから予約

接種対象者

オミクロン株対応

ワクチンの予約は、

9月22日㈭　9:00から

1・２回目接種を完了した人

 →対象

３回目接種を完了した人

 →対象

４回目接種を完了した人

 →対象

1・２回目接種がまだの人

 →対象外
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使用する接種券

3回目

未完了者

手元にある

3回目用接種券

手元にある

4回目用接種券

手元にある

4回目用接種券

5回目用接種券

（11月上旬頃から発送）

5回目用接種券

（11月上旬頃から発送）

4回目用接種券

※　9月20日から3回目

接種日順に発送。

3回目

完了者

4回目

接種済み

4回目

接種済み

4回目

未接種

4回目

未接種

60歳以上の人

60歳未満の人

※ 前回接種から5か月未満の人の接種券は、

随時発送します。

接種券が

手元にない

接種券はどうしたらいいの？

初回接種（１・２回目接種）が完了している人で、オミクロン株対応ワクチンを接種するための接種券については、以下の図で

ご確認ください。

これから12歳を迎える人や、今後、新たにワクチン接

種を希望される人を対象にした1・2回目の接種は、従来

型のワクチンを使って継続していきます。

臨時に開設する集団接種の日程は、随時、市ウェブサイ

トやＬＩＮＥ、Twitterでお知らせしていきます。また、

個別接種については、市ウェブサイトをご覧いただくか、

コールセンターへお問い合わせください。

初回接種（１・２回目接種）について

5～11歳の人（小児）の追加接種

【編集・発行】
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本チラシの情報は変更になる場合があります。

◀最新の情報は市ウェブサイトをご覧ください。

富士市LINE公式アカウント

の登録は右のQRコードから

初

回
（

1
・

2
回

目

）
完

了

者

※接種券を紛失した場合は、再発行しますのでコールセンターへご連絡ください。

ワクチン接種についての注意事項

4回目を7月20日に接種した人　　　　　５か月後：12月20日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 11月上旬頃から発送される5回目用接種券を使って接種

２回目を１月15日に接種した人　　　　　５か月後：6月15日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 お手元にある接種券を使って３回目を接種

3回目を3月10日に接種した60歳未満の人　　　　　５か月後：8月10日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 9月20日から順次発送される接種券を使って４回目を接種

9月6日から努力義務が適用されるとともに、小児に対

する追加接種（3回目接種）ができるようになりました。

ワクチンは引き続き小児用ファイザーを使用します。4月

30日までに２回目接種を完了している人の接種券は、9

月中に発送する予定です。また、５月１日以降に２回目

接種を完了した人の接種券は、順次発送予定です。

！
接種は強制ではありません◀◀◀◀◀◀◀◀◀◀

ワクチンの接種は強制ではありません。予防接種による

感染症予防の効果と副反応のリスクについて理解した上で、

本人の同意のもと接種を行います。

また、接種によって、感染を100パーセント予防できる

ものではありません。接種後も引き続き、感染予防対策（マ

スクの着用、手洗い、3密の回避など）を行ってください。

副反応が起こることがあります◀◀◀◀◀◀◀◀

接種後は、注射した部分の痛みや腫れ、疲労、頭痛、筋

肉や関節の痛み、悪寒、発熱等の副反応が起こることがあ

ります。静岡県が「副反応相談窓口」を設置しています。

静岡県副反応相談窓口　☎0︎50-5445-2369　

　　　　　9:00～22:00（土・日曜日、祝休日も可）

例１

例１

例２

例3

例２

例3

接種券を

申請済み
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